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講義ノート 

愛知県⽴⼤学･学芸員課程｢博物館教育論｣2017･2018 
⼩川 裕紀  

（愛知県陶磁美術館 主任学芸員） 

 

 

概要 

 愛知県陶磁美術館学芸員が、2012 年度から愛知県⽴⼤学･学芸員課程における授業｢博物

館教育論｣(半期･2 単位)を担当している。2012 年度及び 2013 年度の実践については『愛知

県陶磁美術館研究紀要』19 において紹介した。本稿はその改訂版として、2017 年度及び

2018 年度の実践について、後者を中⼼に紹介するものである。 

 

キーワード： 

⼤学 学芸員養成課程 博物館教育論 授業概要 

 

1 はじめに 

(1) 本稿の⽬的及び構成 

 筆者は 2012 年度から愛知県⽴⼤学･学芸員課程における授業｢博物館教育論｣(半期･2 単

位)を主担当している。本講は愛知県⽴⼤学⽇本⽂化学部歴史⽂化学科において開講してお

り、受講⽣の殆どは同学科⽣である。2012 年度及び 2013 年度の実践については『愛知県

陶磁美術館研究紀要』19（2014 年 3 ⽉）において概要を紹介している（以下、｢前稿｣と呼

ぶ）。しかし、同授業は 2014 年度以降に実践を重ねる中で講義内容、開講曜⽇及び時限並

びに会場を変更しており、また受講学⽣の学年や⼈数も変化している。そこで、本稿では現

時点での授業概要を提⽰し、⼤学における学芸員養成教育関係者の参考に供することとし

たい。 

 本稿は 2017 年度前期及び 2018 年度前期に実践した、愛知県⽴⼤学･学芸員課程｢博物館

教育論｣の概要である。本稿では特に後者を中⼼として構成し、前稿と同様にレジュメを掲

載して講義内容を⽰すとともに、各授業のねらいと指導事項について前稿を改訂しつつ紹

介する。また、本稿では、受講⽣から提出された出席票記載の｢質問･意⾒･感想｣を掲載する

（各講実施回の次回冒頭で配布、回答）。なお、本授業及び本稿は前稿同様に⼩川が中⼼と

なって企画実施しているが、ワークショップを扱う回については、愛知県陶磁美術館におい

て陶芸指導を担当している岩渕寛(陶芸指導員)がゲストスピーカーとして担当している。こ

の回については都合により本稿では詳述を省略する。 
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(2) 本授業の⽬的･⽬標 

 学芸員は博物館法の規定に基づき博物館事業の専⾨的事項を司っているが、博物館は次

世代を担う学芸員を養成する社会的責務を有するといえる。陶磁美術館と県⽴⼤学は包括

協定を締結していることから、美術館が⼤学の学芸員資格課程に協⼒し、⼤学における学芸

員養成を⽀援する。本授業の⽬的･⽬標は、学⽣が博物館における教育機能に関する基礎的

な能⼒を養うことにあり、副次的効果として博物館教育や陶磁美術館教育普及事業につい

て理解者を養成できる。また、本授業は⼤学における⾼等教育としての性格も併せもち、学

⽣の思考⼒･判断⼒等の育成に寄与すること⽬指す。 

 

2 授業概要 

 [ガイダンス] 

 開講前に、シラバスが⼤学 Web サイトにおいて公開される。第 1 講の授業当⽇は、本題

である｢教育学概論Ⅰ｣の講義に先⽴ち、シラバスの内容について解説するとともに、当年度

の授業⽇程を⽰し、受講選択及び履修の参考に資する。 

 ｢授業⽬的｣は、⽂部科学省⽣涯学習政策局⻑通知を引⽤していることを明⽰。｢授業概要｣

では、⼩川が採⽤している博物館及び博物館教育の定義を明⽰するとともに、受講学⽣が⾃

⾝の経験してきた学校教育を相対化するための素材として本講を活⽤することを促す。 

 ｢評価⽅法｣では、今⽇の⼤学において⼀般な評価対象及び割合ではなく、レポートの評価

基準を明⽰。初等･中等学校教育で⼀般的な評価の観点を応⽤して提⽰することで、教育に

おける評価への関⼼を向ける。授業毎の参考⽂献を全て⽰し、受講学⽣の⾃学⾃習の動機付

けを⾏う。 

 ｢履修上の注意｣では、⽣涯学習や博物館概論といった総論科⽬を履修の上で各論科⽬を

履修するよう促している。本授業の受講⽣は 2016 年度まで 2-3 年⽣が中⼼であったが、

2017 年度は 1 年⽣が半数、2018 年度は 1 年⽣が⼤部分を占めるようになった。講師は受講

⽣が博物館に関する基礎知識や⾒学等の経験が不⾜していることに留意し、博物館の基本

機能等を紹介しつつ授業を⾏う必要が⽣じている。 

 

 [第 1 講] 教育学概論Ⅰ 

 本講では、博物館教育が博物館利⽤者の学習⽀援としての性格をもつことに鑑み、教育学

において学習や学習者像がどのように捉えられているかを確認し、博物館教育の基本原理

を理解することをねらいとする。 

 (1)｢教育学における｢学習｣の諸相｣では、教育学における系統主義と経験主義を、広義の

博物館教育と関連付けて紹介する。博物館教育や学校教育の理論的基盤への気付きと、受講
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⽣各⾃の過去及び将来の経験をこれらの基礎理論に基づいて⾃ら分析することができるよ

うに動機付ける。 

 (2)｢こども教育学･成⼈教育学･⾼齢者教育学における学習者像｣では、学習者の⾃⼰概念

や学習者の経験の位置付け等の諸要素を、⼦ども・成⼈・⾼齢者間で⽐較してその特徴を確

認する。博物館教育における学習者の多様性への気付きを促すとともに、⽣涯教育とも関連

して⼤学⽣たる受講⽣⾃⾝が、学習者として⼦どもから成⼈へと移⾏できるよう意識付け

たい。 

 

[第 2 講] 教育学概論Ⅱ 

 本講では、受講⽣が教育を社会との関わりにおいて捉え、博物館及び広義の博物館教育の

⽬的を広い視野で考えることができるようにすることをねらいとする。 

 (1)｢教育史｣では、近代教育の特質を前近代と⽐較しつつ、近代市⺠社会の再⽣産装置と

しての近代学校教育の意義を確認する。また、戦後⽇本の公教育史を辿り、受講学⽣が経験

してきた学校教育を⾃⾝で相対化して捉える視点を獲得するとともに、博物館教育もまた、

社会的状況を反映して実施されることへの気付きを促す。 

 (2)｢教育をめぐる現代的課題｣では、近年の博物館教育においても話題とされてきた｢シテ

ィズンシップ教育｣を中⼼に概説。鑑賞教育で⾏われる｢対話型鑑賞｣のワークショップのメ

ソッドを紹介するともに、これがシティズンシップの育成を⽬的の⼀つとしていることを

指摘する。また｢⼦どもの権利条約｣をめぐって展開されてきた｢参加の権利｣に関わる議論

を紹介。参加者の主体性をどう設定するかによって｢参加｣の実態はさまざまな様相を呈す

ることから、｢参加｣の内容について⾃覚的となるよう注意を促す。 

 

[第 3 講] 博物館教育概論 

 本講では、受講⽣が博物館教育の基本的な考え⽅を理解できるようにすることをねらい

とする。2017 年度から⽣涯教育論や博物館概論を未履修の段階で本授業を受講する 1 年⽣

が多くなってきたことから、本講で⽣涯教育や博物館の基本機能についても概説する。 

 (1)｢基本⽤語｣では、博物館教育を現代⽣涯教育の構成及び近代⽇本社会教育史の⽂脈に

おいて捉える。また、戦後⽇本の博物館において狭義の博物館教育を指す⾔葉が｢普及｣から

｢教育普及｣、さらには｢教育｣｢学習⽀援｣などと変遷してきた経緯や、その背景となっている

考え⽅を確認。博物館教育を社会教育及び博物館史において捉える視点を養う。 

 (2)｢考え⽅｣では、伊藤寿朗⽒『市⺠のための博物館』に拠りつつ、博物館教育の特質を

捉える。ただし、⼀般に博物館学では学校教育と博物館教育の⽐較によって、後者の特質を

紹介する⼿法が⽤いられがちであるが、本授業では、現在の受講学⽣が経験してきた教科教
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育と総合的学習との⽐較を援⽤。｢ゆとり教育｣で特徴的な教育活動であった｢総合的な学

習｣が、博物館教育の教育課題と親近性をもつことへの気付きを促す。 

 (3)｢博物館教育実践の⼆相｣では、⼀般的な博物館学においては規範論としての博物館教

育が説かれがちであるが、本項では現象論としての博物館教育を論じ、現実に対して有効な

⾔説の設定について注意を促したい。 

 

[第 4 講] 博物館教育職制度 

 本講では、受講⽣が博物館教育を法制度や国の施策との関連において捉えることができ

るようになることをねらいとする。基本視点は⽝塚康博⽒の所論に拠りつつ、博物館と学芸

員の機能における、研究と教育の公的な位置付けを確認する。 

 (1)｢博物館法における｢教育｣｣に先⽴ち、博物館関連法規の構成を概観し、前講で概説し

た⽣涯教育の構成について再確認する。そして本項では、博物館法の条⽂確認を通じて博物

館の基本機能を把握するとともに、博物館の事業と学芸員の職務が法によって規定されて

いること、その関係構造に不均衡があることを確認する。 

 (2)から(4)では、｢これからの博物館の在り⽅に関する検討協⼒者会議｣による第⼀次から

第三次にわたった各報告と、それらを踏まえた法制度を確認することを通じて、法制度を分

析･考察する⼒を培う。また、⼤学等の学芸員資格課程において｢博物館教育論｣が必修科⽬

とされるに⾄った施策決定経緯を辿り、博物館制度史における本講義の歴史的な位置を確

認する。 

 

[第 5 講] 事業の計画と評価 

 本講では、博物館教育の個別事業を、該当博物館の基本理念や基本計画、さらには設置者

の全体計画との関連とにおいて捉える、受講⽣が幅広い視野を獲得することをねらいとす

る。はじめに汎⽤性のあるマネジメント･システムとして PDCA サイクルについて概説し、

応⽤展開への気付きを促す。 

 (1)｢⾏政計画｣では、国⽴教育政策研究所社会教育実践研究センターによるガイドブック

に拠りつつ⾏政計画なかんずく社会教育⾏政計画の基礎知識を確認するとともに、愛知県

の⽂化芸術政策を概観する。受講⽣が政策マネジメントの⼀端を知ることを通じて、各種の

⾏政事業を広く⾏政、政策において捉えられる視点を養うことを⽬指す。 

 (2)｢ミュージアム･マネジメント｣では、静岡県⽴美術館における先駆的な取り組みに拠り

つつ博物館の事業評価システムの基本構造を確認し、愛知県陶磁美術館の事例紹介を通じ

て、博物館教育の事業計画について理解を深める。受講⽣が他館等の諸事業についても基本

理念や全体計画との関連において認識できるようになることを⽬指す。 
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[第 6 講･第 7 講] 博物館体験論Ⅰ･Ⅱ 

 本講は、受講⽣が博物館利⽤者の実態や体験の特性について理解できるようにすること

をねらいとする。かつては第 6 講を講義、第 7 講を講義及び⾒学によって構成していたが、

現在は 1 回の教室内講義のみによって実施している。ただしジョン･H･フォーク、リン･D･

ディアーキング『博物館体験論』に全⾯的に依拠している点では従来と変化がなく、構成内

容に⼤きな変更はない。 

 第 6 講(0)｢考え⽅｣では、博物館に関する総合的な体験を、個⼈、社会、物理の三テキス

トにおいて捉える基本的な視点を確認。(1)｢来館前｣では、博物館利⽤者の特性と事前指導

を中⼼に扱い、後者については学校団体利⽤者に対するガイダンスと関連付けて理解させ

る。(2)｢博物館の中で｣では、主に博物館展⽰−広義の博物館教育に関わる事項として、博

物館における利⽤⾏動の特性を概観する。なお本講では、陶磁美術館企画展における来館者

アンケートや展⽰グラフィックデザインを事例として⽤いて、本授業に対する受講⽣の理

解を助ける。 

 第 7 講(3)｢記憶される博物館｣では、第 1 講で概観した、学習に関する諸理論を再述して、

博物館学習と体験の本質を把握。(4)｢専⾨家のための博物館ガイド｣は授業では情報提供と

し、受講⽣の⾃主的な学びを促す。 

 第 7 講をもって、博物館教育の基盤となる理論や知識についての授業が終了し、第 8 講

以降は実践に関する知識と⽅法の紹介へと移る。 

 

[第 8 講] 博物館教育活動の実際 

 本講では、受講⽣が博物館における様々な教育普及事業を総体として把握できるように

なることをねらいとする。本講で概説する愛知県陶磁美術館の事例紹介を通じて、他館等の

多様な事業を体系的に捉える能⼒を培うことを⽬指す。 

 (1)｢愛知県陶磁美術館の教育普及事業｣では、同館の『館報』（年次活動報告書）に拠りつ

つ、様々な事業の分類基準―対象、実施頻度−や、特徴的な事業を提⽰する。各事業の企画

趣旨や実施実務における留意点等にも適宜触れて、教育普及事業の主催者としての視点を

持てるよう配慮する。なお、これらに先⽴って館の総合的な概要紹介−基本理念、沿⾰、施

設、組織･職員、予算や、基幹事業（研究・資料・展⽰・教育普及）など−も⾏い、受講⽣

が博物館事業を総体として理解できるように⽀援する。 

 (2)｢愛知県美術館の教育普及事業｣では、同館の特徴的な事業の⼀つである鑑賞学習交流

会や、近年同館が⽤い始めた独⾃の呼称−｢普及･教育｣について触れる。 
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[第 9 講] ワークショップ 

 本講は、愛知県陶磁美術館の岩渕陶芸指導員が担当している。本稿では詳述を省略する。 

 

[第 10 講] ワークシート 

 本講では、受講⽣が博物館ワークシート制作の基本的な考え⽅や⽅法論を理解できるよ

うにすることをねらいとする。⽊下周⼀⽒による概説に拠りつつ、前講までに扱った学習や

博物館教育の理論等を確認しながら、ワークシート･デザインの概要を紹介する。 

 (1)｢考え⽅｣では、ワークシートが学習⽀援ツールであることを確認しつつ、理論から実

践への展開や、実践における理論の必要性への気付きを促す。 

 (2)｢制作｣では、デザイン＝設計の視点で、ワークシート･デザインの⽅法を概観する。陶

磁美術館南館 1 階展⽰におけるワークシートを事例として制作⼯程を辿るとともに、完成

品としてのワークシートから制作の意図を読み解く思考についても触れ、デザインの考え

⽅について理解できるようになることを⽬指す。 

 (3)｢ワークシートの Evaluation｣では、事業計画や博物館体験論の講義内容を振り返りつ

つ、ワークシートの評価について概観する。 

 

[第 11 講] 博学連携Ⅰ 

 本講では、受講⽣が博物館教育と学校教育の関わりについて理解できるようになること

をねらいとする。受講⽣が⾃⾝の経験してきた学校教育を相対化して捉えるとともに、他者

との連携の在り⽅について思考を展開することを促す。 

 (1)｢基本概念｣では、学校教育法以下の学校教育制度について義務教育を中⼼に概観し、

システムとしての学校教育を総体的に捉えることを⽬指す。併せて博学連携の考え⽅に関

する諸説を紹介し、博物館と学校の関わりについて受講⽣が⾃ら思考を深めることができ

るように⽀援する。 

 (2)｢概要｣では、博学連携活動の実際について⼀般的な実施形態を概観。特に中⼼的な活

動となる、学校団体による博物館の展⽰⾒学については、愛知県陶磁美術館における事例紹

介を通じて、教育普及担当者として必要となる実務的な知識･技術について理解を深める。 

 

[第 12 講] 博学連携Ⅱ 

 本講では、博学連携のケーススタディとして、愛知県陶磁美術館と⼩学校社会科とのか関

わり、特に館外出張授業｢学校出前講座｣における社会科関連プログラムを概観することを

通じて、受講⽣が外部との連携事業を企画実施する際に⼼がけるべきことや、授業技術につ

いて理解することをねらいとする。 
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 (1)｢⼩学校教育･社会科における陶磁の扱い｣及び(2)｢愛知県陶磁美術館･学校出前講座｣

では、学校教育の教育課程に準拠して館外への出張授業を計画しつつ、博物館として独⾃の

情報発信に留意した授業を⾏っていることを紹介。事業計画、実施校募集資料、授業案、ワ

ークシート、授業及び教材画像を⽤いて学校における教科授業の実践技術を学び、受講⽣の

プレゼン技術向上を⽀援する。 

 (3)｢愛知県陶磁美術館･過去事業｣では、学習マンガの制作⼯程やアウトリーチ⽤教材の企

画構成等について概観し、博学連携の多様な世界に触れる。 

 

[第 13 講] 博物館における研究と展⽰･教育 

 本講では、陶磁美術館の鑑賞教育事業の概観を通じて、受講者が研究と展⽰及び教育普及

事業との関わりや、美術館における鑑賞教育について学び、博物館教育事業の在り⽅につい

て思考を深めることをねらいとする。 

 (1)｢古陶磁鑑賞史｣及び(2)｢美術鑑賞教育の動向｣では、両者の通説や⼀般的動向を概観し

た後、講師等による⾒解や批判を紹介する。⼤学進学間もない受講⽣が研究の⼀端に触れる

とともに、⼤半が歴史⽂化学科に所属する受講⽣には馴染みの薄い美術教育や鑑賞教育に

ついて学ぶことを⽬指す。 

 (3)｢⼩学校教育･図画⼯作科における陶磁の扱い｣及び(4)｢古陶磁鑑賞教育の実践｣では、

愛知県陶磁美術館･学校出前講座のうち⼩学校･図画⼯作科と関連したプログラム｢やきも

のの鑑賞｣を概観し、鑑賞教育の実践技術について理解を深める。また、本事業の成果を同

館展⽰紹介する常設展や企画展を紹介し、教育普及事業成果を展⽰へ還元することについ

て学ぶことを通じて、研究成果の普及や、展⽰の補助⼿段にとどまらない博物館教育の在り

⽅や価値創出の可能性について考える。 

 

[第 14 講] 博物館教育の最新動向 

[第 15 講] まとめ（博物館教育の課題と展望） 

 第 14 講と第 15 講は、現在は 1 回の教室内講義｢博物館教育の最新動向｣のみによって実

施している。本講は、受講⽣が博物館教育の現況と関連する近年の事象について理解し、博

物館教育の今後の展開について⾃ら考えることができるようになることをねらいとする。 

 (1)｢丹⻘研究所｢博物館の教育機能に関する調査研究報告書｣｣では、2011 年 3 ⽉刊⾏の同

報告書に基づいて、⽇本の博物館における教育普及事業、教育普及専⾨職員(ミュージアム･

エデュケーター)の現状を確認。 

 (2)｢地域住⺠⾃治･地域福祉と社会教育｣では、松⽥武雄⽒の所論に拠りつつ、社会教育⾏

政や福祉･⽂化･観光等における⾏政活動の動向を概観し、これらに関連した今後の博物館
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教育事業の在り⽅を展望する。 

 

3 評価 

(1) レポート課題と評価⽅法 

 受講⽣の成績評価は期末レポートによって⾏っている。課題は、｢愛知県陶磁美術館以外

の任意のミュージアムへ⾏き、ワークシートを⼊⼿｣した上で、｢該当館の博物館教育普及事

業と、そのワークシートについて論じる｣。かつては、陶磁美術館で児童に配布するワーク

シートを作成する課題との選択制としていたが、選択者の少なさや、制作難度の⾼さのため

に廃⽌した。 

 2016 年度まで受講⽣は概ね 2 年⽣以上であったが、2018 年には 1 年⽣が⼤半を占める

ようになった。そのため、現在では本授業でレポート課題の調査法や構成法等の執筆要領を

随時概説している。また、毎回の授業において、レポートで⾔及すべき事項−基本⽤語等を

指摘した。なお、評価の観点はシラバスに明記している（知識･技能、思考⼒･判断⼒、表現

⼒、関⼼･態度）。 

 かつては、出席率を評価の参考点としていたが、⼤学教学制度上の指⽰によって廃⽌し

た。現在は受講⽣に毎回出席カードを提出させているが、質問･意⾒･感想の記⼊は任意とし

ている。当初は本カードの記載内容について、関⼼･態度の観点で評価する設定であったが、

現時点では評価には⽤いていない。 

 

(2) 成績評価の概要 

 レポートは、知識･技能、思考⼒･判断⼒、表現⼒の観点で評価している。2018 年度にお

いては、受講⽣の約 8 割が標準成績(B)、A(標準成績を上回る)及び C(下回る)が各約 1 割

である。2018 年度は受講⽣の⼤半が 1 年⽣で、本授業においてはレポート執筆指導を毎回

の授業で⾏ったためか、成績分布の中⼼は標準成績となっている。 

 成績 B 以上の受講⽣は、博物館教育の基礎理論や知識、博物館教育の⼿段の⼀つとして

のワークシート制作技術について理解し、思考⼒･判断⼒等を育んでいることがうかがえる。

成績 C の受講⽣は、レポート課題に関する調査⼒、構成⼒や、授業内容に基づいた分析⼒

が不⾜している点が特徴である。成績不良による不合格(D)とした受講⽣については、提出

課題が課題要件を満たしておらず、成績評価の全観点において本授業の到達⽬標に達して

いるとは認めがたいものである。今後はさらにレポート執筆指導を徹底して、学⽣の思考

⼒･判断⼒や表現⼒の向上を⽬指す必要がある。 

 

(3) 受講⽣による授業受容 
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 各回授業後に提出された｢質問･意⾒･感想｣からは、学⽣が博物館の教育機能に関する基

礎的な理論、知識や技能について関⼼を⾼め、理解を深めている様⼦がうかがえる。質問に

ついては次回授業の冒頭で回答してフィードバックし、学習効果を⾼めることができた。受

講⽣の受講態度、質問等及びレポートの状況から、授業効果をある程度は推し量ることがで

きるため、前稿では実施した FD アンケートを今回は実施しなかった。 

 現在は受講⽣の⼤部分を 1 年⽣が占めており、受講⽣は博物館に関する基礎知識や⾒学

等の経験が不⾜している。今後の本授業ではガイダンス時に、博物館教育普及事業に関する

各受講⽣の経験内容を把握、共有するためのアンケートを実施して、授業展開の基盤を作る

ことを検討したい。また、様々な館種における多様な教育普及事業について関⼼や知⾒を広

げるためには、学芸員課程における他授業とも連携した、博物館⾒学や⼩レポートの設定も

有効かもしれない。 

 

(4) 本授業の総合的評価 

 愛知県⽴⼤学･学芸員課程履修者の⼀部は修了後に博物館学芸員として活動しているこ

とから、本授業は次世代の学芸員養成に寄与している。履修者の⼤部分は⼀般企業または地

⽅⾃治体へ就職しているが、本授業は直接的には博物館リテラシーや教育･学習に関する知

識の向上に寄与するとともに、⾼等教育として思考⼒･判断⼒や表現⼒の向⼒等の育成にも

寄与していると思われる。公⽴博物館の現職学芸員が⼤学の学芸員課程で授業を⾏うこと

により、受講学⽣は公⽴博物館活動の最先端に触れることができ、教育的効果は⾼いと考え

られる。同時に、⽐較的学⼒が⾼く将来的にも博物館の利⽤頻度が相対的に⾼いと思われる

学⽣集団に対する、陶磁美術館の宣伝効果も⾒込める。 

 

4 おわりに−学芸員課程の教育⽬標に関する⼀考察− 

 ⼤学設置の学芸員資格課程においては、その⽬標について⼤きく異なる⼆つの考え⽅が

存在する。⼀つは、学芸員として必要な専⾨的知識･技術を⾝につけた、即戦⼒としての学

芸員を養成することを⽬標とする⽴場である。しかし、我が国では学芸員資格取得者数に対

して実際の学芸員就労者数が極めて少ないことから、もう⼀つの考え⽅−学芸員課程を博

物館のよき理解者･⽀援者の養成の場とする⽴場が発⽣した。これら⼆つの考え⽅は古くか

ら存在してきたが、先の博物館法改正に際して⽂部科学省は前者の考え⽅を採り、学芸員資

格課程に関する省令改正を⾏った。公的には−例えば⼤学の授業計画においては、学芸員課

程に設置の各授業は、資格者養成を主⽬標とすることとなった。 

 こうした動向−｢資格者養成｣か｢理解者養成｣かの“⼆項対⽴”に対して、学芸員資格課程の

⽬標に、社会教育や⽂化財保存などの市⺠活動を担う⼈材を広く養成することなどを含め
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ようとする意⾒も存在する。⼆項対⽴の中間に位置する養成の考え⽅であるが、これも広く

⾒れば専⾨職養成の⼀種であるとみなすことができよう。（ここまでの経緯−特に近年の動

向については、法政⼤学資格課程『⼤学における学芸員課程を展望する』(2015 年)を参照。） 

 ところで、近年、歴史学や考古学の研究において、これらに係る⼤学教育の在り⽅を⾒直

そうとする考え⽅が提唱されている。従来、⼤学における歴史学や考古学の教育では、史料

解読、史料批判や遺跡の調査、遺物の産地年代同定ができるようになる−研究者養成、専⾨

職養成が⽬標として掲げられ、教育がおこなわれてきた。しかし、伝統的な研究室を擁する

⼤学院ならばいざ知らず、⼀般的な⼤学教育においては、専⾨家の後継者養成ではなく知性

をもつ⼀般市⺠の育成をミッションとすべきではないかとする意⾒である。（本年度の刊⾏

物においては、歴史学では与那覇潤『知性は死なない』、考古学では『考古学研究』257 に

おける記述がある。なお、中等教育においては、｢師と弟⼦｣の関係を｢教師と⽣徒｣の関係と

峻別すべきとする意⾒がある（諏訪哲⼆『｢プロ教師｣の矜持』）。教師は個々の⽣徒に知識を

教えているというより、⼦どもたちが近代的個⼈になるための基本的な⼒を⾝につける多

⾯的な場を学校に構築しているとされる。） 

 学芸員資格課程の⽬標をめぐる議論は、概ね学芸員または博物館の直接ないし間接的な

関係者によってなされてきた。そこには、学芸員出⾝の⼤学教員もおおく含まれているが、

近年の⼤学教育の動向が議論にあまり反映されていないのではないだろうか。ここ⼗年間

の動向をとってみても、平成 19 年の⼤学設置基準改正以降、各⼤学では学部学科ごとに教

育課程の編成･実施⽅針(カリキュラム･ポリシー)等が順次公表され、授業毎に育成すべき知

的能⼒が設定されるようになっており、資格課程といえども、単なる専⾨職養成ではなく、

⼀般的で汎⽤性のある知識理解、技能、学習に向う態度や思考⼒の育成が⽬指されるべき状

況となっている。 

 今後、⼀般⼤学における学芸員課程の各授業は、こうした動向を踏まえて、学⽣を啓蒙さ

れた、能動的な市⺠として育成する知的訓練の場の⼀つとして、博物館のもつ機能をいかし

て機能すべきであろう。（⼤学教育に関しては、⽂部科学省や中央教育審議会における施策、

答申等のほか、近年の著作では⼭⽥宣夫『⼤学教育の在り⽅を問う』や、デレック･ボック

『アメリカの⾼等教育』を参照。） 
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[履歴] 

・2012 年度 

  後期⾦曜 1 限 36 名 年末年始計 2 回のみ⼤学教室 佐藤主任学芸員担当 1 回 

   4 年⽣： 0 名、3 年⽣：22 名、2 年⽣：16 名、1 年⽣： 0 名 

・2013 年度 

  前期⽔曜 5 限 30 名 教育学概論 2 回のみ⼤学教室 佐藤主任学芸員担当 2 回 

   4 年⽣： 0 名、3 年⽣： 5 名、2 年⽣：18 名、1 年⽣：11 名、院 M1 年⽣： 1 名 

・2014 年度 

  前期⽔曜 5 限 14 名 ⼤学 3 回−美術館 6 回−⼤学 4 回 佐藤主任学芸員担当 1 回 

   4 年⽣： 0 名、3 年⽣： 5 名、2 年⽣： 6 名、1 年⽣： 2 名 

・2015 年度 

  前期⽔曜 5 限 13 名 2 回のみ美術館内講義･⾒学 佐藤学芸課⻑担当 1 回 

   4 年⽣： 0 名、3 年⽣： 0 名、2 年⽣：10 名、1 年⽣： 3 名 

・2016 年度 

  前期⽔曜 5 限 19 名 全回⼤学教室 佐藤学芸課⻑担当 1 回 

   4 年⽣： 0 名、3 年⽣： 5 名、2 年⽣：13 名、1 年⽣： 1 名 

・2017 年度 

  前期⽔曜 1 限 49 名 全回⼤学教室 岩渕陶芸指導員担当 1 回 

   4 年⽣： 1 名、3 年⽣： 5 名、2 年⽣：19 名、1 年⽣：24 名 

・2018 年度 

  前期⽔曜 1 限 27 名 全回⼤学教室 岩渕陶芸指導員担当 1 回 

   4 年⽣： 0 名、3 年⽣： 1 名、2 年⽣： 6 名、1 年⽣：20 名 
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[付載] 

・2019 年度第 3 講及び第 14 講予定レジュメ 

 第 3 講では、狭義の博物館教育を指す⾔葉に関する講義内容を改訂する。⼀般的な｢博物

館教育論｣において、狭義の博物館教育は｢普及｣｢普及啓発｣から｢教育普及｣、さらには｢教

育｣｢学習⽀援｣への変遷として捉えられているが、実際にはこれらの⽤語･事業が並⽴して

いる現状を確認する。参考として、近年のソーシャル･マーケィングにおける｢普及｣の考え

⽅を概観する。また、第 14 講では、平成 30 年 10 ⽉に実施された⽂化庁の組織改編と併

せ、近年の観光⾏政･⽂化⾏政に関する講義項⽬を追加する。 

 なお、｢普及･啓発｣、｢普及･教育｣の語は、戦後占領期に⽂化⾏政を担当した CIE（Civil 

Information and Education Section）の影響を受けて戦後期に成⽴したとも思われる。

Information−情報発信と Education−望ましい考え⽅･⾏動の形成については、博物館以外

の⾏政領域−例えば健康教育などでは、普及と啓発･教育が同時に⾏われることがおおい。

博物館においても、｢普及｣は啓発･教育活動の前提となる基盤的な活動として、博物館をめ

ぐる様々な⼈たちによって⽇々実施され、現実に機能している。 
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